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平成 20 年３月 26 日条例第７号 

   石巻市食育推進会議条例 

 （設置） 

第１条 食育基本法（平成 17 年法律第 63 号。以下「法」という。）第 33条第１項の規定に基づき、

石巻市食育推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 石巻市食育推進計画（法第 18 条第１項に規定する市町村食育推進計画をいう。）を作成し、

その実施を推進すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関して、重要事項を審議し、及び施策の実施を推進

すること。 

 （組織） 

第３条 推進会議は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 食育の推進に関係する団体に所属する者 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める｡ 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する｡ 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第６条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮

って定める。 

 附 則 

 （施行月日） 

１ この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 （最初の会議の招集） 

２ 委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招

集する｡



 



 

平成20年３月26日訓令第14号 

改正 

平成22年３月31日訓令第14号 

平成22年７月30日訓令第31号 

平成26年３月31日訓令第５号 

平成27年４月28日訓令第８号 

平成28年３月31日訓令第７号 

令和３年３月31日訓令第12号 

令和４年３月31日訓令第15号 

令和５年３月31日訓令第10号 

 

石巻市食育推進庁内検討会議設置要綱 

（設置） 

第１条 石巻市食育推進計画の策定及び推進に当たり、関係各課との連携を密にし、円滑かつ効

率的な食育推進会議の運営に資するため、石巻市食育推進庁内検討会議（以下「検討会議」と

いう。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 食育推進計画の基本方針及び基本構想の推進に関すること。 

(２) 食育推進計画の素案を作成すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、食育の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって構成し、別表第１に掲げる職にある者をも

って充てる。 

２ 会長は、検討会議を代表し、その会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第４条 検討会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。 

（ワーキングチーム） 

第５条 検討会議の会議を円滑に行うため、検討会議の会議に付すべき事項を事前に調査及び検

討するワーキングチームを設置する。 

２ ワーキングチームは、座長、副座長及びチーム員をもって組織する。 

３ 座長は保健福祉部健康推進課長をもって充て、副座長及びチーム員は別表第２に掲げる課の

長が自らの属する課の職員のうちから指名する者をもって充てる。 

４ ワーキングチームの会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。 

５ 座長は、必要があると認めるときは、ワーキングチームの会議にチーム員以外の者の出席を

求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（事務局） 

第６条 検討会議及びワーキングチームの事務局は、保健福祉部健康推進課に置く。 

２ 事務局員は、別表第３に掲げる課の長が自らの属する課の職員のうちから指名する者をもっ

て充てる。 

（その他） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日訓令第14号） 

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年７月30日訓令第31号） 

この訓令は、平成22年８月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日訓令第５号） 

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月28日訓令第８号） 

この訓令は、平成27年５月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日訓令第７号抄） 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日訓令第１２号抄） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日訓令第１５号抄） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日訓令第１０号抄） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

会長 保健福祉部次長 

副会長 産業部次長 

委員 河北総合支所長、雄勝総合支所長、河南総合支所長、

桃生総合支所長、北上総合支所長、牡鹿総合支所長、

市民生活部廃棄物対策課長、保健福祉部保健福祉総務

課長、同部子育て支援課長、同部子ども保育課長、産

業部商工課長、同部観光課長、同部水産課長、同部農

林課長、教育委員会学校教育課長及び同委員会学校管

理課長 

別表第２（第５条関係） 

副座長 産業部水産課及び教育委員会学校教育課 

チーム員 河北総合支所市民福祉課、雄勝総合支所市民福祉課、

河南総合支所市民福祉課、桃生総合支所市民福祉課、

北上総合支所市民福祉課、牡鹿総合支所市民福祉課、

市民生活部廃棄物対策課、保健福祉部保健福祉総務課、

同部子育て支援課、同部子ども保育課、産業部商工課、

同部観光課、同部農林課及び教育委員会学校管理課 

別表第３（第６条関係） 

保健福祉部健康推進課、同部子ども保育課、産業部水産課及び教育委員会学校教育課 



 

 









 







 

 

 



  













 




